
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

来年１月25 日（日）に「第72 回あつぎ駅伝競走大会」が開催されます。 
依知南地区代表として参加していただける選手を募集します！ 
日頃の練習の成果を今こそ発揮してみませんか？ 

【対 象】依知南地区在住の高校生以上の方 
【申込み】12 月５日（金）までに依知南公民館へ直接又は電話でお申し込み 

      ください。 
【その他】１月中に試走会を実施する予定です。 
【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 今年度も、公民館まつりを開催します。今回は、依知南公民館設立20 周年を記念する式典を同日開催します。
皆様の御参加をお待ちしています！  
【日 程】 令和８年２月28 日（土） (作品展示のみ） 

3 月  １日（日）（依知南公民館設立20 周年記念式典（感謝状贈呈、記念公演）・開会式、作品展示、
芸能発表会、模擬店、抽選会） 

【場 所】 依知南公民館 
【内 容】 展示、芸能発表会、模擬店 

※公民館まつりの詳細については、順次、次号以降の公民館だよりでお知らせしてまいります。 

依知南公民館設立20周年記念事業 
    依知南地区公民館まつり開催決定！ 

令和７年 12 月１日号 

 「味噌づくり教室」参加者募集！ 

●第72 回あつぎ駅伝競走大会● 
  令和７年１月25 日（日）９時30 分スタート（雨天決行） 
  荻野運動公園競技場及び周辺道路 地区対抗の部 

 ６区間 21.1ｋｍ（男子５人・女子１人） 

 
 

□ 依知南公民館・イルミネーション □ 
依知南地区文化振興会の皆様により、依知南公民館前にイルミネーションが設置されます。 
（12 月６日（土）から令和８年1 月11 日（日）まで設置の予定） 

年末年始の業務… 12 月 29 日（月）から令和８年１月３日（土）まで公民館は休館です。 
休館中は、施設の貸館業務及び住民票等の発行業務は、休業となります。 

♦こうみんかん・センター 通信♦  

 
  

厚木産のお米から作った麹など こだわりの材料で 味噌づくり教室を開催します。 
皆様の御参加をお待ちしています！ 

【日 時】令和8 年１月16 日（金）13 時30 分～15 時（予定）  【場 所】依知南公民館 
【参加費】2,500 円（味噌 2.5 キロ分・専用たる付き） 
【対 象】市内在住の方20 人（依知南地区優先・初めての方優先・応募者多数の場合は抽選） 
【講 師】いかりみそ下依知本店代表  碇 哲也 氏 
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、袋（味噌持ち帰り用） 
【申込み】12 月19 日（金）までに依知南公民館へ直接又は電話でお申し込みください。

結果は年明けにハガキで申込者全員にお知らせします。 
【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

依知南公民館・地区市民センター 

厚 木 市 下 依 知 三 丁 目 １ 番 ７ 号 

電 話/（046）245-0436 

ＦＡＸ/（046）244-1100 
E ﾒｰﾙ / 0253@city.atsugi.kanagawa.jp  

依知南地区ふれあい宣言スローガン『地域の絆・心の輪をつなげよう・えち南』 
全地区公民館だよりが厚木市のホームページに掲載されています。 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 

 

 

 
    
 神奈川県内の中学生から募集した「文化
財保護ポスター」で、依知中学校３年生の
入田菜々子さんが「わたしたちの文化財（テ
ーマ２ 私のまちの文化財）」部門におい
て、見事最優秀賞を受賞しました。 
 おめでとうございます！ 
 最優秀作品は、12 月21 日まで神奈川県
立近代美術館葉山館で展示されるととも
に、ポスターになり、県内に広く配布・掲
示されます。 

依知中学校の生徒が 
最優秀賞を受賞！  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和７年12月１日号 

 
 
 小・中学校の環境整備を行う職員を募集します。 

【主な職務内容】 
・職員室や職員トイレ等の清掃 
・校地内の除草、花壇の手入れ 
・教職員用給食の配膳、来客時の湯茶入れ など 

【対 象】18 歳以上で心身ともに健康で熱意のある方 
【勤務先】市内小・中学校 
【勤務時間】月10 日程度、７時30 分～16 時（うち休憩45 分） 
【給 与】日額10,725 円（地域手当込み） 

※月末締め翌月21 日支給 
※条件により通勤・期末勤勉手当有り 

【任 期】任用開始日から３月31 日まで 
※最長１年。継続雇用有り 

【申込み】面接を行いますので、事前に電話連絡してください。 
【問合せ】教育総務課 電話225-2600 

※令和８年度の募集については、広報あつぎ（１月15 日号）
に掲載しますので、興味のある方は御確認ください。 

庁務用務員（会計年度任用職員）の登録者を募集 

 

 

 
  

【日程・場所】１月3１日(土)・群馬県鹿沢スノーエリアスキー場 
【対 象】市内在住在勤在学の小学生以上の方。 
【内 容】大回転(２本)、各クラス３位まで表彰。 
【参加費】大人3,500 円、中学生以下 2,500 円 
【申込み】厚木市スキー協会ホームページ（https://ski-atsugi.com/） 

に掲載する方法にて申し込む。締切：1 月11 日(日) 
【問合せ】厚木市スキー協会 小竹  電話080-5539-6338 

  メール：compe@ski-atsugi.com 
スキー協会HP→ 

 

 
 
 北小学校や上依知小学校などの放課後児童クラ 
ブで勤務する指導員を募集します。 
 

【対 象】児童の健全育成に熱意のある18 歳以上 
【内 容】入所児童の生活指導や見守りなど     
【勤 務】平日＝放課後～19 時、         詳細はこちら 

土曜、長期休業日＝7 時30 分～19 時 
週3～4 日程度、1 日4～6 時間の交代勤務 

【報 酬】時給1,267 円（資格がある場合は1,334 円） 
※給与に関する規則の改正により変動する場合があります。 
通勤、期末勤勉手当あり（条件あり） 

【申込み】こども育成課や市 HP にあるエントリーシート及び小
論文を直接又は郵送で〒243-8511 こども育成課へ。
面接あり 

【問合せ】こども育成課 電話225-2582 

 

 
 
「健康寿命の延伸」には、歯やお口の健康は不可欠です。年に

１回は歯科健診・口腔がん検診を受診しましょう。 
 

【対 象】歯科健診：市内在住の20・30・40 歳以上の方 
オーラルフレイル健診：市内在住の65・70・75 歳以
上の方（成人歯科健診と同時実施） 
口腔がん：市内在住の40 歳以上の方 

【期 間】令和８年２月14 日まで 
【費 用】歯科健診：1,000 円、オーラルフレイル健診：1,500 円 

口腔がん：成人歯科と同時は1,200 円、口腔がんのみ
は1,600 円 
※70 歳以上の方は無料。費用免除制度あり 

【内 容】成人歯科：現在歯や義歯の確認、歯周組織の診査、噛
み合わせや歯列の診査 等 
オーラルフレイル健診：嚥下機能や咀嚼力、滑舌の診査 等 
口腔がん：口腔内粘膜の診査 等 

【受 診】健康医療課から送付された受診券（再発行可）を持ち、
直接実施医療機関へ。なお、事前予約が必要な場合が
あるため、実施医療機関へ御連絡ください。 

【問合せ】健康医療課 電話225-2201 

第47回厚木市民スキー選手権大会の 
参加者募集 

初心者から競技経験者まで広く楽しめる大会です。 

～歯科健診・口腔がん検診の受診をお忘れなく～ 

厚木市成人歯科健康診査・口腔がん検診 

 
 
 
12 月1 日付で民生委員･児童委員の一斉改選があり、市内で

は265 人の方が厚生労働大臣から委嘱を受けました。任期は３
年です。民生委員･児童委員は、高齢者や障がい者、児童の問題
など、福祉に関する住民への相談、援助、情報提供などを行っ
ています。 
 福祉に関してお困りのことがあれば、お気軽に御相談くださ
い。民生委員には守秘義務があり、個人の情報は堅く守られま
す。 
また、お住まいの区域の担当民生委員は、地域包括ケア推進課
へお問い合わせください。 

【問合せ】地域包括ケア推進課 電話225-2200 

～福祉のお困りごとは民生委員・児童委員へ 

民生委員・児童委員の一斉改選について 

放課後児童クラブ指導員を募集 

 
 
 
２月８日に開催されるかながわ駅伝の選考会参加者を募集し

ます。 
【日 時】①12 月21 日（日）  ９時から13 時まで 

②１月12 日（月・祝） 13 時から17 時まで 
【場 所】荻野運動公園 
【種 目】一般・高校男子１万㍍、一般女子・中学生男女３千㍍ 
【対 象】県陸上競技協会に登録している 

又は、県内の中学校・高校を卒業した市内在住の方 
【費 用】無料     【申込み】不要 
【問合せ】スポーツ魅力創造課 電話225-2351 

募集 かながわ駅伝の選考会 

 

 

 
     
土砂災害や河川の氾濫による家屋倒壊など、災害の危険性の高

い場所から住宅を移転される方に対して、移転に関する費用の

一部を補助します。 
 

【対 象】土砂災害特別警戒区域や家屋倒壊等氾濫想定区域等に

指定された区域の住宅にお住まいの方で、既存の住宅

を撤去し、市内の指定する区域へ移転する方。 

※詳細についてはお問い合わせください。 

※ハザードエリアについては「あつぎ３Ｄデジタル

マップ」でも確認できます。 

【補助上限額】（一戸当たり） 

① 除却費（既存住宅の撤去や跡地整備）…320 万円 

② 建物助成費（移転先の土地購入や住宅建設など） 

…731万８千円 

※金融機関から資金を借り入れた場合の、借入金の

利子に対する補助となります。 

③ 移転等費(引越し代、仮住居費など)…97 万５千円 
 

【問合せ】 都市計画課 電話225-2400 

災害リスクの高いハザードエリアからの 
住宅の移転を支援します 

～居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金のご案内～ 


